
 

 

三条市農業委員会総会議事録 

 

 

日  時  平成２３年３月３０日 午後３時 

場  所  三条市役所 本庁舎４階全員協議会室 

 

会議に付した議題 

      議第 １号 農用地利用集積計画について                

      議第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について         

      議第 ３号 事業計画変更承認申請について               

      議第 ４号 農地法第４条の規定による許可申請について         

      議第 ５号 農地法第５条の規定による許可申請について         

      議第 ６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて      

      議第 ７号 三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について    

      議第 ８号 農業委員会事務局職員の配置替について           

 

報告事項  報第 １号 第２調査部会の調査結果報告について            

      報第 ２号 先進地視察研修検討委員会の中間報告について        

      報第 ３号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について          

      報第 ４号 農地法第１８条第６項の通知について            

      報第 ５号 基盤強化法の解約通知について               

      報第 ６号 使用貸借の解約通知について                

      報第 ７号 作付変更届について                    

      報第 ８号 農地法第３条の３第１項の届出について           

      報第 ９号 農地のクリーン作戦について                

 

その他 

 

出席委員  ３３名 

       １番 斉 藤 信 一 委員   ２番 小 林 六 一 委員 

       ３番 村 井 善一郎 委員   ４番 大 桃 惣一郎 委員 

       ５番 佐 藤   満 委員   ６番 金 子 良 助 委員 

       ７番 鶴 巻 純 一 委員   ８番 刈 屋 一 夫 委員 

      １０番 坂 井 和 弘 委員  １１番 藤 田 吉 則 委員 

      １２番 大 橋 正 臣 委員  １３番 山ノ内   正 委員 



 

 

      １４番 川 勝   勳 委員  １６番 大 竹 一 雄 委員 

      １７番 野 水 敏 秋 委員  １８番 高 山   博 委員 

      １９番 安 達   宰 委員  ２０番 森 山   昭 委員 

      ２１番 西   光 明 委員  ２２番 野 崎 文 夫 委員 

      ２３番 大 竹 正 信 委員  ２４番 小 師   勉 委員 

      ２５番 五十嵐 俊 雄 委員  ２６番 鶴 巻 俊 樹 委員 

      ２７番 武 石 栄 二 委員  ２８番 安 達 英 作 委員 

      ２９番 村 山 佐喜雄 委員  ３０番 佐々木 包 茂 委員 

      ３１番 長谷川 清 一 委員  ３２番 横 山 敏 夫 委員 

      ３３番 熊 倉   睦 委員  ３４番 神子島   巖 委員 

      ３５番 佐 藤 裕 雄 委員 

 

欠席委員   １名 

            １５番 金 子 純 一 委員 

 

職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 長           平 岡 勝 司 

      農 地 係 副 参 事           竹 石 正 弘 

      経営基盤係副参事   麦 倉 政 勝 

      農 地 係 主 任           佐 藤 信 幸 
 

                       午後３時００分 開会及び開議    

         （午後３時００分 三條新聞社傍聴） 

議長（大桃会長） 

  それでは、定例総会を開会いたします。 

  出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３４名、欠員１名、出席３２

名、欠席１名、遅刻１名で会議は成立いたします。 

  なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名いたします。１０番、

坂井委員、２６番、鶴巻委員を指名いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  議事に入る前に議会推薦の選任委員が１名、市長から辞令交付を受けてございます。

この方の議席番号、所属部会について、私にご一任いただけるかどうかお諮りをいたし

ます。いかがでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  異議なしと認め、私にご一任いただきました。 

  それでは、武石栄二委員は議席番号２７番、所属部会は第１調査部会と農政対策部会

でお願いしたいと思いますが、これでご異議ございませんか。 



 

 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、そのように決定させていただきます。 

  それでは、簡単で結構ですので、ごあいさつをその場所でひとつお願いいたします。 

２７番（武石栄二委員） 

  皆さん、ごめんください。今ほど大桃会長さんのほうからお話がありました、議会か

ら推薦されました武石と申しますが、ひとつよろしくお願いいたします。先般２９日の

日、大桃会長もご臨席いただきながら、市長より辞令をいただきました。農業委員とい

う仕事の中では、皆さんもご案内のとおり非常に厳しい農業情勢が続いておりますけれ

ども、農業委員として農地法というものを遵守し頑固に守りながら、生産性の高いいい

作物を生産できるような活用も大事じゃないかなというふうに考えております。何とぞ、

初めてのものでわかりませんけれども、これからも皆さんの知恵をかりながら、三条市

の農業はどういった形にしていったらいいのかというのをお互いに知恵を出し合って頑

張っていきたいなというふうに考えているわけです。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

         （午後３時１７分から午後３時２０分まで休憩） 

議長（大桃会長） 

  それでは、再開いたします。 

 

議長（大桃会長） 

  それでは、早速議事に入ります。 

  議第１号『農用地利用集積計画について』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（平岡事務局長） 

  議第１号『農用地利用集積計画について』ご説明申し上げます。 

  今月の申請は、２１ページにありますように、新規設定が５１件、２５万４９．４６

㎡、再設定が６９件、３０万３，０９６．９２㎡、利用権移転が１件、２万６４７㎡、

所有権移転が９件、１万６，４５７㎡、合計では１３０件、５９万２５０．３８㎡であ

ります。 

  それでは、１ページ、議案中の５８４番は、栗林の農地４筆、４，０１２㎡をあっせ

んにより売買するものであります。価格は、１０ａ当たり約４１５万円です。 

  ５８５番は、石上３丁目の農地１筆、２９７㎡をあっせんにより売買するものであり

ます。価格は、１０ａ当たり約４００万円です。 

  ５８６番は、石上３丁目の農地１筆、５６１㎡をあっせんにより売買するものであり



 

 

ます。価格は、１０ａ当たり約４００万円です。 

  ５８７番は、石上３丁目の農地１筆、８５９㎡をあっせんにより売買するものであり

ます。価格は、１０ａ当たり約４００万円です。 

  ５８８番は、渡前の農地１筆、９９０㎡をあっせんにより売買するものであります。

価格は、１０ａ当たり約９０万９，０００円です。 

  ５８９番は、島潟の農地１筆、９５４㎡をあっせんにより売買するものであります。

価格は、１０ａ当たり約８９万１，０００円です。 

  ５９０番は、森町の農地３筆、４，６６０㎡をあっせんにより売買するものでありま

す。価格は、１０ａ当たり約１５６万６，０００円です。 

  ５９１番と５９２番は、大島の農地各２筆、各２，０６２㎡をあっせんにより交換す

るものであります。 

  ２ページ、５９３番は、飯田の農地８筆、１万１，４９９．９１㎡を新規により１年

間利用権設定するものであります。 

  ５９４番は、麻布の農地１筆、１７㎡を新規により１年間利用権設定するものであり

ます。 

  ５９５番は、笹岡ほかの農地９筆、３，９７０．６１㎡を新規により２年間利用権設

定するものであります。 

  ５９６番は、興野３丁目ほかの農地６筆、４，９２６㎡を新規により２年間利用権設

定するものであります。 

  ５９７番は、下保内の農地７筆、４，９９６㎡を新規により２年間利用権設定するも

のであります。 

  ３ページ、５９８番は、川通東町の農地１筆、２，８３８㎡を新規により２年間利用

権設定するものであります。 

  ５９９番は、福島新田の農地１筆、１，０３６㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。 

  ６００番は、長野の農地１筆、３，０２７㎡を新規により２年間利用権設定するもの

であります。 

  ６０１番は、飯田の農地７筆、１万２，３１０㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。 

  ６０２番は、棚鱗の農地２筆、５，１２１㎡を新規により２年間利用権設定するもの

であります。 

  ６０３番は、新光の農地１筆、９９５㎡を新規により２年間利用権設定するものであ

ります。 

  ６０４番は、荻堀の農地１筆、３，５１５㎡を新規により３年間利用権設定するもの

であります。 

  ６０５番は、飯田の農地２筆、４，１６５㎡を新規により３年間利用権設定するもの



 

 

であります。 

  ４ページ、６０６番は、鶴田ほかの農地８筆、８，８７９㎡を新規により４年間利用

権設定するものであります。 

  ６０７番は、鶴田の農地１筆、９７６㎡を新規により４年間利用権設定するものであ

ります。 

  ６０８番は、島川原の農地２筆、４，９８２㎡を新規により５年間利用権設定するも

のであります。 

  ６０９番は、島川原の農地２筆、３，８００㎡を新規により５年間利用権設定するも

のであります。 

  ６１０番は、柳川新田の農地５筆、２，５２５㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。 

  ６１１番は、柳沢ほかの農地１７筆、１万１，６８３㎡を新規により５年間利用権設

定するものであります。 

  ５ページ、６１２番は、長嶺の農地６筆、５，２４０㎡を新規により５年間利用権設

定するものであります。 

  ６１３番は、川通中町の農地４筆、１万２，５３０㎡を新規により５年間利用権設定

するものであります。 

  ６１４番は、高安寺ほかの農地１０筆、１万８，７６５㎡を新規により４年間利用権

設定するものであります。 

  ６１５番は、長沢の農地３筆、５，０５５㎡を新規により５年間利用権設定するもの

であります。 

  ６１６番は、福岡ほかの農地６筆、３，７２２㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。 

  ６ページ、６１７番は、長野の農地４筆、３，６７６㎡を新規により５年間利用権設

定するものであります。 

  ６１８番は、北五百川の農地１筆、１，２９２㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。 

  ６１９番は、西中の農地１筆、９００㎡を新規により４年間利用権設定するものであ

ります。 

  ６２０―１番は、上保内の農地１５筆、６，１９５㎡を新規により６年間利用権設定

するものであります。 

  ６２１番は、帯織の農地４筆、８，３０３㎡を新規により６年間利用権設定するもの

であります。 

  ７ページ、６２２番は、前谷内の農地３筆、８，７４８㎡を新規により６年間利用権

設定するものであります。 

  ６２３番は、上保内の農地１筆、１９５㎡を新規により６年間利用権設定するもので



 

 

あります。 

  ６２４番は、田屋の農地７筆、３，９３０．０３㎡を新規により７年間利用権設定す

るものであります。 

  ６２５番は、北五百川の農地９筆、２，４１０㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。 

  ６２６番―１は、西中の農地８筆、１万１，４９４㎡を新規により９年間利用権設定

するものであります。 

  ６２７―１番は、西中の農地２筆、２，９８２㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。 

  ８ページ、６２８番は、大宮新田の農地２筆、６７０㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。 

  ６２９番は、柳川新田ほかの農地６筆、７，４５９㎡を新規により９年間利用権設定

するものであります。 

  ６３０番は、東本成寺の農地１筆、１，００２㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。 

  ６３１番は、下須頃の農地２筆、１，８９３㎡を新規により９年間利用権設定するも

のであります。 

  ６３２番は、原ほかの農地１１筆、６，８３２．９１㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。 

  ６３３番は、北五百川の農地１筆、３４３㎡を新規により１０年間利用権設定するも

のであります。 

  ６３４―１番は、福島新田の農地３筆、８，８７４㎡を新規により１０年間利用権設

定するものであります。 

  以上、ここまでが利用権の新規設定であります。 

  ９ページ、６３５番から１９ページの７０１番までは、利用権設定の再設定でありま

すので、説明を略させていただきます。 

  ７０２番は、棚鱗の農地８筆、２万６４７㎡を賃借権移転するものであります。 

  ７０３番は、北五百川の農地１筆、３２平米を新規により１年間使用貸借設定するも

のであります。 

  ７０４番は、院内ほかの農地４筆、１，６６８㎡を新規により２年間使用貸借設定す

るものであります。 

  ７０５番は、上須頃の農地１筆、１９８㎡を新規により９年間使用貸借設定するもの

であります。 

  ２０ページ、７０６番は、金子新田の農地１筆、６７４㎡を新規により９年間使用貸

借設定するものであります。 

  ７０７番と７０８番は、使用貸借設定の再設定でありますので、説明を略させていた



 

 

だきます。 

  ２０―１ページ、２０―２ページは、農地利用集積円滑化事業で先月議決をいただき

ましたけれども、設定期間に誤りがあったため、このたび取り消し申請して、２０―３

ページにありますように、新たに設定仕直しするというものであります。 

  また、２２ページ、２３ページにつきましては、農地利用集積円滑化事業で設定する

ものであり、９件、６万３，２５０㎡であります。 

  なお、枝番１と枝番２は連動しておりますので、そのようにごらんいただきたいと存

じます。 

  なお、いずれも書類確認及び経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしております。 

  以上です。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入る前に先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結果

報告を願います。 

  第２調査部会長さんは、西代理の隣に着席願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  それでは、第２調査部会の調査結果についてご報告します。 

  第２調査部会では、３月２５日午前９時から厚生福祉会館第１集会室におきまして、

部会員と大桃会長、西会長代理出席のもと会議を開催いたしました。 

  事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午後零時１

０分に閉会いたしました。 

  ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画について』は、新

規設定５１件、再設定６９件、利用権移転１件、所有権移転９件で、合計件数１３０件、

面積にして５９万２５０．３８㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、いずれ

も経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ており、全件承認相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  しばらくしてご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第１号につきまし

ては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 



 

 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』を議題といた

します。 

１１番（藤田吉則委員）  

  １１番、藤田です。この議案に関係しておりますので、退席をいたします。 

議長（大桃会長） 

  なお、１１番、藤田委員は、農業委員会法第２４条の規定に基づき、議事参与の制限

により本議案終了まで退席といたします。 

    （午後３時３５分 １１番藤田吉則委員退席） 

議長（大桃会長） 

  それでは、事務局、説明願います。 

事務局（平岡事務局長） 

  議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』ご説明を申し上げます。 

  今月の申請は、２４ページに記載してありますように２件の申請で、合計２万１，５

５０㎡となっております。 

  議案中の１１０番は、月岡４丁目地内の農地１筆、１５１平米を譲り受け人が経営規

模拡大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約６０

０万円でございます。 

  １１１番は、井栗ほか地内の農地２９筆、２万１，３９９㎡を譲り受け人が経営の若

返りを図るために２０年間の使用貸借を設定するものであります。 

  なお、いずれも書類及び現地確認、取得後のすべての農地を利用すること、機械、労

働力、技術、通作距離、下限面積を超えていることなどから、許可要件をすべて満たし

ております。 

  以上です。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』は、売買によるもの１件、

使用貸借によるもの１件で、合計件数２件、面積にして２万１，５５０㎡で、書類審査

及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、いずれも譲り受け人の経営面積や機

械、労働力、技術、通作距離、下限面積などの許可要件をすべて満たしており、全件許



 

 

可相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  しばらくしてご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第２号につきまし

ては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

    （午後３時４０分 １１番藤田吉則委員着席） 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第３号『事業計画変更承認申請について』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（平岡事務局長） 

  議第３号『事業計画変更承認申請について』ご説明申し上げます。 

  今月の申請は、２５ページに記載してありますように１件、１９８㎡であります。 

  議案中の１９番は、上保内地内の土地１筆、１９８㎡について、売買により取得し、

変更目的を住宅１棟に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万４，

２００円でございます。場所につきましては、みずほ団地内で、農地区分は第３種農地

に該当しております。 

  なお、書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件をすべて満たして

おります。 

  以上です。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  議第３号『事業計画変更承認申請について』は、件数にして１件、面積にして１９８

㎡で、書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、立地基準及び一般基

準を満たしており、承認相当といたしました。 

  以上です。 

 



 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言をいただきます。 

  しばらくしてご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきまし

ては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』を議題といた

します。 

  事務局、説明願います。 

事務局（平岡事務局長） 

  議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』ご説明申し上げます。 

  今月の申請は、２６ページに記載してありますように１件の申請で、面積１，０８９

㎡であります。 

  議案中の２１番は、須頃２丁目地内の農地３筆、１，０８９㎡を共同住宅２棟、１６

世帯分、駐輪場１棟、物置１棟、２２台駐車場に利用したいものです。場所につきまし

ては、弥彦線沿いの須頃郷第三公園隣地で、農地区分は第３種農地に該当しております。 

  なお、書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件をすべて満たして

おります。 

   以上です。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』は、件数にして１件、面積に

して１，０８９㎡で、現地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説

明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、許可相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言ある方、ご発言をいただきます。 



 

 

  しばらくしてご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきまし

ては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  なお、ただいま許可相当とした案件については、県農業会議へ諮問し、答申があった

後に許可といたします。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』を議題といた

します。 

  事務局、説明願います。 

事務局（平岡事務局長） 

  議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』ご説明申し上げます。 

  今月の申請は、３０ページに記載してありますように１３件の申請で、合計２万７，

５４４．７㎡となっております。 

  それでは、戻りまして、２７ページの１０９番から順にご説明申し上げます。 

  議案中の１０９番は、先ほどの事業計画変更承認申請後の第５条許可申請であります

ので、説明を略させていただきます。 

  ２８ページ、１１０番は、須頃２丁目地内の農地１筆、１，７６５㎡を売買により取

得し、１０９台の自社駐車場に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約

４万２，３００円でございます。場所につきましては、ホテルニューグリーン燕三条の

南側で、農地区分は第３種農地に該当しています。 

  １１１番は、北潟地内の農地１筆、１，０４２㎡を売買により取得し、６棟の建て売

り住宅に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万５００円でござい

ます。場所につきましては、セブンイレブン中越栄町北潟店の西側団地内で、農地区分

は第３種農地に該当しております。 

  １１２番は、原地内の農地６筆、４，０１３㎡を売買により取得し、工場兼倉庫１棟、

倉庫１棟、調整池１カ所に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１，

０００円でございます。場所につきましては、原地内で、農地区分は第１種農地に該当

しています。 

  １１３番は、曲渕３丁目地内の農地７筆、５，１６３㎡を売買により取得し、１９区

画の宅地分譲、公園１カ所、調整池１カ所に利用したいものです。土地の売買価格は、

１㎡当たり約１万３，６００円でございます。場所につきましては、月岡小学校の北側

付近で、農地区分は第３種農地に該当しております。 

  １１４番は、曲渕３丁目地内の農地１筆、２６２．７㎡を賃借権設定により取得し、



 

 

工事用仮設道路として平成２３年４月２５日から平成２３年９月３０日まで、一時転用

として利用したいものです。場所につきましては、前の１１３番と同じところでありま

す。農地区分は、第３種農地に該当しております。 

  ２９ページ、１１５番は、代官島地内の農地４筆、８９４㎡を賃借権設定により取得

し、集落集会所１棟、格納庫、物置各１棟、１５台駐車場に利用したいものです。場所

につきましては、集落内で、農地区分は第１種農地に該当しています。 

  なお、本件は、平成２３年２月１０日付、農振除外された土地であります。 

  １１６番、駒込地内の農地３筆、６１０㎡を使用貸借設定により取得し、農機具格納

庫１棟に利用したいものです。場所につきましては、県道下田―見附線沿いの駒込下ふ

れあいセンター北側で、農地区分は第２種農地に該当しています。 

  １１７番は、田屋地内の農地４筆、１万１，１８１㎡を賃借権設定により取得し、砂

利採取地として平成２３年５月１日から平成２４年１０月３１日までの一時転用として

利用したいものです。場所につきましては、田屋集落西側農地で、農地区分は農用地に

該当しています。 

  １１８番、塚野目６丁目地内の農地２筆、９１６㎡を使用貸借設定により取得し、農

家住宅１棟、農作業所１棟に利用したいものです。場所につきましては、県道塚野目―

代官島線の西側で、農地区分は第３種農地に該当しています。 

  １１９番は、鶴田２丁目地内の農地１筆、１，０１１㎡を賃借権設定により取得し、

３６台の共同駐車場に利用したいものです。場所につきましては、塚野目薬局の南側付

近で、農地区分は第３種農地に該当しております。 

  ３０ページ、１２０番は、鬼木地内の農地２筆、４８９㎡を売買により取得し、住宅

１棟、店舗１棟に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約６，７００円

でございます。場所につきましては、鬼木集落内で、農地区分は第２種農地に該当して

います。 

  なお、本件は平成２３年２月１０日付、農振除外された土地であります。 

  １２１番は、北潟地内の農地１筆、１，０４２㎡について、平成１６年８月１８日付、

倉庫、駐車場敷地として第５条許可を受けましたが、近隣周囲が住宅地化したため、計

画を断念し、取り消し申請するものであります。 

  なお、いずれも書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件をすべて

満たしております。 

  以上です。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 



 

 

  議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』は、件数にして１３件、面

積にして２万７，５４４．７㎡で、１１０番、１１１番、１１２番、１１３番、１１７

番、１１９番の現地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受

け、いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言ある方、ご発言を願います。 

  しばらくしてご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第５号につきまし

ては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  なお、ただいま許可相当とした案件については、県農業会議へ諮問し、答申があった

後に許可といたします。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』を議題

といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（平岡事務局長） 

  議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』ご説明申し上げます。 

  今月の願い出は、３１ページに記載してありますように１件であります。 

  議案中の１番は、被相続人が平成２２年６月２３日、死亡され、相続人３人で協議の

結果、平成２２年４月５日、遺産分割協議が成立いたしました。農地の相続面積は、田

畑合わせて１万６，６４８．４６㎡中、今回相続税の納税猶予に関する適格証明願が出

されました農地は１万８３．４６㎡で、農地として適正管理されております。 

  以上です。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、調査部会長の調査結果報告、願います。 

 

第２調査部会長（３１番長谷川清一委員） 

  議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』は、件数１件、１名

の申請について書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、すべて農地



 

 

として適正管理されており、適格者証明願は適当と判断いたしました。 

  以上です。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言ある方、ご発言を願います。 

  しばらくしてご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第６号につきまし

ては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  第２調査部会長さん、ありがとうございました。自席のほうにお戻り願います。 

 

議長（大桃会長） 

  続きまして、議第７号『三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について』を

議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（平岡事務局長） 

  議第７号『三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について』ご説明いたしま

す。 

  議第７号参考の依頼文書のとおり、三条市長から１名の推薦依頼がありました。これ

は三条市において、平成２１年３月に三条市食育の推進と農業の振興に関する条例を制

定したことに伴い、設置された審議会であり、審議する事項としては、三条市食育の推

進と農業の振興に関する基本的事項及び重要事項の審査及び審議するものであります。 

  会議は、年２回程度予定し、委員は１５人以内で組織し、市長が委嘱するものであり

ます。任期は、４年間であります。 

  なお、第１回審議会は５月に予定されております。 

  以上で説明を終わります。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  そこで、お諮りをしたいと思いますが、委員推薦については、私にご一任いただける

か、お諮りをいたしたいと思います。いかがでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  ご異議ありませんので、三条市食育推進及び農業振興審議会委員は、西光明委員にお

願いを申し上げます。 



 

 

  西光明委員さん、よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（大桃会長） 

  それでは、追加議案の日程についてお願いを申し上げ、お諮りをいたしたいと思いま

すが、議第８号『農業委員会事務局職員の配置替について』の議事日程を追加いたした

いと思いますので、お諮りをいたしますが、いかがでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないということでご発言がございますので、議第８号を追加として議

案といたします。 

  それでは、議第８号になりますが、事務局職員全員の退室をお願いいたします。 

         （午後４時００分 事務局職員全員退室） 

議長（大桃会長） 

  それでは、議第８号『農業委員会事務局職員の配置替について』、平成２３年４月１

日付の農業委員会事務局職員の配置替について、三条市長から下記のとおり協議があっ

たので、農業委員会等に関する法律第２０条第３項の規定により、この承認を求めます。 

  配置替により農業委員会事務局職員の職を解く者、事務局長、平岡勝司、主任、佐藤

信幸。 

  配置替により農業委員会事務局職員として任用する者、事務局長、金子正敏、主任、

鈴木和志。 

  以上で、質疑に入ります。これについてご質問がございましたら発言をいただきたい

と思います。 

２８番（安達英作委員） 

  こういう辞令だそうなのでございますが、会長にお尋ねしますが、局長、平岡さん、

長年精通されて頑張ってまいった局長が、その辺について会長さんはどういう対応され

たのかお聞かせ願えれば。できる範囲で結構です。 

議長（大桃会長） 

  ２３日の午前８時２０分に副市長さんのほうに、来いということで行ってまいりまし

た。そのとき冒頭見せられたのが平岡事務局長、佐藤主任、お二方の配置替をお願いし

たいということでございましたけれども、私今の農政の問題一つとっても、合併して７

年めるわけですけれども、なかなか法律の一部改正もあって、まだ花も咲かない、そん

な中でやっぱり事務局が原動力になって、我々委員にいろいろと勉強教えてくれるわけ

ですけれども、そんな中で、できるならば１年ほど延ばさせていただけませんかという

お話しいたしましたところで、今の局長は配置されるのは農林課長としての職責でござ

いますので、私も農林課長も本当に大事だけれども、いろいろお話ししたところ、副市

長に怒られまして、農林課要らないのかというようなお話いただいたもので、いや、そ



 

 

れは全くそういうことでないと。そんな中で私も、各委員さんのご理解がいただけるか

どうかわからないが、その方向で進めてまいりましょうということで、それで局長とも

話しして、私一人でなくて、西会長代理からもおいでになっていただきまして、３人で

ご協議いたしましたが、万やむを得ないということになりまして、平岡局長についても

もう１年ぐらいいたいなという気持ちが本当にあったわけです。でも、私からしますと、

農林課もなくされない問題、なくする、なくさないと、次元が違いますけれども、でき

るならば農林課長として、精いっぱい三条市の農業の振興のために、農業委員会以上に

ひとつ頑張っていただきたいということを思って、私と代理でその説得に当たって、辛

うじて了解得たということで２３日３時半に同意書を出した次第でございます。そんな

ことでございます。 

議長（大桃会長） 

  そのほかございますか。 

  それでは、ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第８号につきまして

は、ただいま提案申し上げましたとおりにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（大桃会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  それでは、ただいま皆様方からご承認いただきました４月１日より当委員会事務局職

員として異動及び任用されます４名をご紹介を申し上げます。 

         （事務局 平岡勝司・佐藤信幸、金子正敏・鈴木和志入室） 

議長（大桃会長） 

  それでは、順にごあいさつを申し上げます。お願いいたします。 

  事務局、平岡勝司。 

事務局（平岡事務局長） 

  このたびの人事異動によりまして、農林課へ異動することになりました。事務局在籍

中につきましては、皆様方から公私ともにご指導いただきまして、大変ありがとうござ

いました。 

  移動先、農林課、隣でございますので、頭を下げておりましたら、今まで同様、叱咤

激励をお願いしたいと思っております。長い間、ありがとうございました。 

議長（大桃会長） 

  続きまして、佐藤信幸さん、お願いいたします。 

事務局（佐藤農地係主任） 

  平成２０年から３年間、こちらの農業委員会でお世話になりまして、その間、権限移

譲やら、大幅な法改正等ありまして、ようやくなれてきたかなというところもございま

して、いささか早いかなという感もございますけれども、会長初め委員の皆様のご指導

もございまして、大変有意義で勉強になった期間だったなと感謝申し上げております。 



 

 

  新しい異動先につきましては、教育総務課ということで、まだちょっと仕事の内容も

全くわからないのですけれども、この農業委員会の経験をまた糧にいたしまして頑張り

たいと思っておりますし、皆様方とはまた何かご縁がございましたら、そのときには変

わらぬご指導いただきたいと思います。３年間、大変どうもありがとうございました。 

議長（大桃会長） 

  続きまして、任用されます金子正敏さん、お願いいたします。 

（金子正敏） 

  ただいま紹介いただきました金子と申します。４月１日から農業委員会に配属という

ことで、皆様方と一緒に仕事をさせていただくわけでございます。よろしくお願いしま

す。 

  昔から猫の目農政という言葉もありますけれども、現在も非常に厳しい農業行政と認

識しており、そういう中で委員皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、またご協力

いただきながら事務を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（大桃会長） 

  続きまして、鈴木和志さん。 

（鈴木和志） 

  栄サービスセンターから４月１日より農業委員会のほうで事務をとらさせていただく

ことになりました鈴木と申します。よろしくお願いします。 

  農業委員会の仕事は初めてですので、皆様から仕事を教えていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

議長（大桃会長） 

  どうも大変ありがとうございました。よろしくどうぞお願いします。 

         （午後４時０５分 事務局職員全員入室） 

議長（大桃会長） 

  以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。 

  報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。 

 

議長（大桃会長） 

  それでは、報第２号『先進地視察研修検討委員会の中間報告について』委員長より報

告願います。 

  委員長さんは、西代理の隣へ。 

 

先進地視察研修検討委員会委員長（２５番五十嵐俊雄委員） 

  先進地視察研修検討委員会の中間報告をいたします。 

  先進地視察研修検討委員会は、去る３月１７日に第２回の検討委員会を開催いたしま



 

 

した。会議には、大桃会長、それから西代理からも出席をいただきまして、協議に加わ

ってもらいました。 

  まず最初に、視察研修先について、先月の総会で沖縄県農業研究センターと報告をさ

せていただきましたけれども、情報等の話の行き違いがありまして、新潟県水稲品種開

発圃場に変更させていただきました。それに伴い、期日も１１月７日から９日に変更さ

せていただきました。その旨、既に文書で全委員にお知らせしたところでございます。

この一連の不手際につきましては、深くおわびを申し上げます。 

  さて、会議では、３旅行会社からそれぞれ提出されました新潟県水稲品種開発圃場の

研修を含めた企画、見積書の内容等について、慎重な審議の上、１業者を選定いたしま

した。 

  今後は、内容等の詳細について打ち合わせ、検討していく予定でございます。研修期

日が決定いたしましたので、改めまして各委員の日程調整をしていただき、ぜひ全員の

参加をよろしくお願いを申し上げたいところでございます。 

  なお、業者につきましては新潟トラベルということでよろしくお願いしておきます。 

  以上が検討委員会からの報告でございます。何分よろしくお願いをいたします。 

 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 

  しばらくしてご発言がないようですので、『先進地視察研修検討委員会の中間報告に

ついて』を終わります。 

    委員長さんは、自席のほうへお戻り願います。 

 

議長（大桃会長） 

  続いて、報第３号から報第９号まで、続けて事務局より報告願います。 

事務局（平岡事務局長） 

  （別添報告書により説明） 

事務局（平岡事務局長） 

  報第９号『農地のクリーン作戦について』ご報告いたします。 

  本件につきましては、先月の２月総会において、大橋農政対策部会長よりご報告があ

りましたとおり、実施目的を農地の番人としての農業委員会の見える活動として、昨年

に引き続き取り組むものであるとして４月４日、作業距離約３３㎞のクリーン作戦を実

施することとしておりました。しかし、平成２３年３月１１日発生の東北地方太平洋沖

地震により、三条市もその被災者の受け入れや各種イベント、会議などの中止や延期を

決定しております。 

  そこで、会長及び会長代理さんを交え、協議した結果、既に文書をもってご通知いた



 

 

しましたように、実施日は未定でありますが、延期とさせていただきましたので、ご理

解をお願いしたいと思っております。 

  以上で報告を終わります。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 

  しばらくしてご発言がないようですので、報告事項を終わります。 

 

議長（大桃会長） 

  来月の調査部会開催案内をお願いします。 

第３調査部会長（６番金子良助委員） 

  来月は、第３調査部会でございます。日時は、４月２５日午前９時より、場所、厚生

会館第２集会室を予定しております。担当委員の方、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

議長（大桃会長） 

  ありがとうございました。 

  なお、来月の総会は、４月２８日木曜日９時３０分を予定しております。 

  それでは、長時間にわたってご審議をいただきまして、ありがとうございました。以

上をもちまして定例総会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

                          午後４時１５分 閉会   
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